
 
 
 

平成 20 年５月 12 日 

各 位 

会 社 名 富 士 通 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長 黒川 博昭 

（コード番号 ６７０２ 東証第１部） 

問合せ先 広報 IR 室長  山田  悦朗 

電話番号        03-6252-2175 

 

定款一部変更について 

 

当社は、本日開催の取締役会において、本年６月下旬に開催予定の当社第 108 回定時株主総会に、

「定款一部変更の件」を下記のとおり付議することを決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

１．定款変更の目的 
平成 16 年６月９日に公布された「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振

替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成 16 年法律第 88 号。以下「決済合理化法」とい

います。）に基づき、上場株式は一斉に振替株式に変更される予定であること（いわゆる「株券電

子化」。平成 21 年１月実施予定。）から、これに対応するため、定款第 13 条に規定される「届出

印」の規定の削除およびその他所要の変更を行うことにつきご承認をお願いするものであります。 
なお、定款第８条第１項の「株券」の規定につきましては、決済合理化法附則第６条第１項に

基づき、同法の施行日に株券を廃止する旨の株主総会の決議をしたものとみなされるため、本株

主総会においては、当該「株券」の規定を変更いたしません。 
 
２．定款変更の内容 

別紙の定款変更案新旧対照表をご覧ください。 
 
３．日程 

定款変更のための定時株主総会開催日 平成 20 年６月下旬 
定款変更の効力発生日   決済合理化法施行日（原則※） 

 
※詳細は別紙記載の定款変更案新旧対照表をご覧ください。 

 
以 上 



【別紙】 
定款変更案新旧対照表 
変更の内容は以下のとおりであります。 

（下線は変更部分） 
現 行 定 款 変 更 案 

第１条～第７条 
（略） 

第１条～第７条 
（変更なし） 

第８条（株券）当会社は、株式に係る株券を発

行する。 
前項の規定にかかわらず、当会社は単

元未満株式に係る株券を発行しない。 

第８条（株券）当会社は、株式に係る株券を発

行する。 
（第２項削除） 

第９条 
（略） 

第９条 
（変更なし） 

第 10 条（単元未満株式の売渡請求）当会社の

単元未満株式を有する株主（実質株主を

含む。以下同じ。）は株式取扱規則の定め

るところに従い、その有する当会社の単

元未満株式の数と併せて単元株式数とな

る数の当会社の株式を売渡すよう当会社

に請求することができる。 

第 10 条（単元未満株式の売渡請求）当会社の

単元未満株式を有する株主は株式取扱規

則の定めるところに従い、その有する当

会社の単元未満株式の数と併せて単元株

式数となる数の当会社の株式を売渡すよ

う当会社に請求することができる。 

第 11 条 
（略） 

第 11 条 
（変更なし） 

第 12 条（株主名簿管理人）当会社は株主名簿

管理人を置く。 
株主名簿管理人およびその事務取扱場

所は取締役会の決議によって選定し、こ

れを公告する。 
当会社の株主名簿（実質株主名簿を含

む。以下同じ。）、新株予約権原簿および

株券喪失登録簿の作成ならびに備え置き

その他の株主名簿、新株予約権原簿およ

び株券喪失登録簿に関する事務は株主名

簿管理人に委託し、当会社においてはこ

れを取り扱わない。 

第 12 条（株主名簿管理人）当会社は株主名簿

管理人を置く。 
株主名簿管理人およびその事務取扱場

所は取締役会の決議によって選定し、こ

れを公告する。 
当会社の株主名簿および新株予約権原

簿の作成ならびに備え置きその他の株主

名簿および新株予約権原簿に関する事務

は株主名簿管理人に委託し、当会社にお

いてはこれを取り扱わない。 



 
 
 

現 行 定 款 変 更 案 
第 13 条（株主の権利行使の方法）株主が権利

行使をする場合には、書面によるものと

し、株式取扱規則に定めるところに従い、

届出印を押印しなければならない。ただ

し、株主総会に関する議決権行使はこの

限りではない。 
株主の提出による株主総会議案に関す

る事項については、株式取扱規則に定め

るところによる。 

第 13 条（株主の権利行使の方法）株主が権利

行使をする場合には、書面によるものと

し、その他株式取扱規則に定めるところ

による。ただし、株主総会に関する議決

権行使はこの限りではない。 
（第２項削除） 

第 14 条～第 43 条 
（略） 

第 14 条～第 43 条 
（変更なし） 

（新設） （附則） 
当会社の株券喪失登録簿の作成ならび

に備え置きその他の株券喪失登録簿に関

する事務は株主名簿管理人に委託し、当

会社においてはこれを取り扱わない。 
前項および本項は、「株式等の取引に係

る決済の合理化を図るための社債等の振

替に関する法律等の一部を改正する法

律」（平成 16 年法律第 88 号。以下「決

済合理化法」とする。）の施行日の翌日か

ら起算して１年を経過した日にこれを削

除する。 
第８条第２項および第 13 条第２項の

削除ならびに第 10 条、第 12 条第３項お

よび第 13 条第１項の規定の変更は、決済

合理化法の施行日にその効力を生ずる。

前項および本項は、決済合理化法の施

行後、これを削除する。 

 
以 上 


